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新規採用薬品申請書（緊急一時申請）
    年     月     日

薬　事　委　員　会　　殿
（薬剤部長経由）

	診療科等名
	診療科等の長
	印

	​
	申請医師
（教員）
	印

	
	
	スマホ ･ ＰＨＳ （　　　　　　）


下記の薬品を一時的に使用したいので申請します。

	採　用　区　分（どちらかを選択）
	院　内　　・　　院　外

	薬品名／一般名
	

	剤形･容量･単位
	

	使用開始予定日
	

	*使用見込み量,患者数
	*見込み量(院内分):
	*患者数:　　　人

	理由：(現行の採用薬では治療できない理由等、詳細に記載下さい)



*当項目にて初回購入量を決定しますので、十分ご勘案のうえ記入願います。

【注意事項】 

1. 申請から使用可能になるまで1週間程度かかります。
2. 申請した診療科に限って使用できます。
3. 院内在庫は持ちませんので、処方の際は事前に薬剤部に連絡してください。
4. 購入した医薬品は余剰なく使用することに努めてください。
5. 採用期間は２か月間です。連続２回（４か月間）を超える場合は通常申請してください。
  年     月     日

薬事委員会委員長 　殿

診療科等名：　　　　　　　　　　　　　　　

診療科等の長：　　　　　　　　　　　　印

申請医師名：　　　　　　　　　　　　　印

緊急一時採用薬品の申請に関わる覚書
今回、「緊急一時採用薬品」として申請しました下記医薬品について、緊急一時として採用となりました場合には、「旭川医科大学病院 医薬品採用申請要領及び採用基準」を遵守して使用することを誓約いたします。

記

（申請医薬品名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
提出先 　薬剤部 薬務室（内線３４９５）

※ 参 考〔旭川医科大学病院 医薬品採用申請要領及び採用基準（抜粋）〕

４．緊急一時申請

(1)下記の理由により未採用の医薬品を一時的に使用したい場合は，緊急一時申請を行うものとする。継続的な使用が見込まれる場合は通常申請または院外専用申請を行うものとする。

① 未採用薬による他に代替のない治療を緊急に実施する必要がある場合。

② 通常申請も併せて行っており，正式採用までの期間に使用したい場合。

③ 入院患者の持参薬に院外専用薬が含まれており，入院中に消尽する場合。

④ 院外専用採用薬の自己注射手技を習得するまでに院内処方が必要な場合。

⑤ その他緊急または一時的な薬剤の使用が必要な場合。

(2)申請書には院内・院外の別を記載するものとする。両方を行う場合は，それぞれ申請が必要である。

(3)採用の可否は，薬事委員会委員長と薬剤部長の合議により決定する。ただし，薬事委員会委員長が薬剤部長の場合は，薬事委員会委員の副薬剤部長との合議により決定する。このとき，採用に条件を付すことがある。

(4)採用された医薬品は，申請した診療科等に限って使用できる。ただし，院内全体の感染症の予防及び治療に関わる医薬品はその限りではない。

(5)採用された医薬品は，院内在庫を持たず，必要最低限の量を購入する。運用は手書き処方せんまたは手書き伝票とする。

(6)診療科等は，処方の際は事前に薬剤部に連絡するものとし，購入した医薬品を余剰なく使用することに努めるものとする。

(7)採用期間は原則として２か月間とし，連続２回（４か月間）を超える場合は通常申請を行う。
